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【派遣方針（案）】上記基本的考え方を踏まえ、市町村等からの要望及び医師個人の意向を聴取の上、県内の専
門研修プログラム責任者や大学医学部の各医局等との調整により、県内の医師不足の解消（医師確保計画に掲げ
る目標達成）に資する配置計画を策定していく。
■Ｒ６配置対象医師数：９１人（①県修学資金貸与医師 67人（③を除く）②自治医科大卒医師 17人③東北医科薬科大卒医師 7人※）

（R5対象医師数：85人） ※③東北医科薬科大７人の内訳（A方式：１人、B方式（県修学資金）：６人）

第三十条の二十三 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者と
の協議の場（次項において「地域医療対策協議会」という。）を設け、
これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医
師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協
議が調つた事項について、公表しなければならない。
一～九 －略－

２ 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次
に掲げる事項とする。
一 －略－
二 医師の派遣に関する事項 三～七 －略－

○医療法

○「地域医療対策協議会運営指針について(H30.7厚労省通知)」

（３）医師の派遣に関する事項（抜粋）

ク 都道府県における医師の派遣先の決定に当たっては、都道府県の政策的観点
が一定程度反映されるよう、地域医療支援センター（※山形県健康福祉部）が
策定した派遣計画案を基に、地域医療対策協議会で協議して派遣先を決定する。

○「山形県医師確保計画（R2.7策定）」

第５ 目標達成のための必要な施策（１ 短期的施策）

・山形県医師修学資金については、医師少数地域等での勤務と専門医の取得な

どの医師としてのｷｬﾘｱ形成との両立が可能となるｷｬﾘｱ形成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを構築す

ることとします。なお、臨床研修後の県内勤務は、日本専門医機構から認定

を受けた専門研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの基幹施設及びその連携施設を基本とします。

○ 都道府県医師修学資金等の貸与を受けた医師及び自治医科大学卒医師の派遣については、医療法及び厚生労働省
医政局の通知に基づき、県が設置する「地域医療対策協議会」において協議の上、決定。

○ 山形県医師修学資金の貸与を受けた医師の派遣先の基本的な考え方は、医療法の規定に基づく医療計画の一部で
ある「山形県医師確保計画」において、「日本専門医機構から認定を受けた専門研修プログラムの基幹施設及びそ
の連携施設を基本」と明記。



◆東北医科薬科大学　在学生及び卒業生一覧（令和５年度時点）
（単位：人）

区分
1期生

（H28入）

２期生

（H29入）

３期生

（H30入）

４期生

（H31入）

５期生

（R2入）

６期生

（R3入）

７期生

（R4入）

８期生

（R5入）
合計

A方式 1 1 1 1 1 1 1 1 8

B方式 6 3 7 7 7 8 9 12 59

一般枠 2 2 2 6

合計 7 6 8 8 10 9 10 15 73

◆臨床研修修了後の配置調整対象者
（単位：人）

年度
1期生

（H28入）

２期生

（H29入）

３期生

（H30入）

４期生

（H31入）

５期生

（R2入）

６期生

（R3入）

７期生

（R4入）

８期生

（R5入）
合計

R4 臨研１年 ６年生 ５年生 ４年生 ３年生 ２年生 １年生 ー 0

R5 臨研２年 臨研１年 ６年生 ５年生 ４年生 ３年生 ２年生 １年生 0

R6 7 臨研２年 臨研１年 ６年生 ５年生 ４年生 ３年生 ２年生 7

R7 7 6 臨研２年 臨研１年 ６年生 ５年生 ４年生 ３年生 13

R8 7 6 8 臨研２年 臨研１年 ６年生 ５年生 ４年生 21

R9 7 6 8 8 臨研２年 臨研１年 ６年生 ５年生 29

R10 7 6 8 8 10 臨研２年 臨研１年 ６年生 39

R11 7 6 8 8 10 9 臨研２年 臨研１年 48

R12 7 6 8 8 10 9 10 臨研２年 58

R13 1 6 8 8 10 9 10 15 67
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○ 東北医科薬科大学の卒業医師（１期生：臨研２年目）が令和６年度より地域勤務を開始。

次回以降の地対協において配置先を協議

B方式の6名が義務満了


